
　
３
月
と
４
月
は
、入
学
、就
職
、

転
勤
な
ど
で
引
っ
越
し
を
す
る
人

が
多
く
な
る
季
節
で
す
。
引
っ
越

し
に
伴
う
住
民
異
動
手
続
き
な
ど

に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

実
際
の
住
居
を
住
所
登
録
し
な

い
と
、
児
童
手
当
の
給
付
が
受
け

ら
れ
な
い
こ
と
や
、
選
挙
の
投
票

が
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

下
の
一
覧
表
に
該
当
す
る
と
き

は
、
本
人
ま
た
は
同
一
世
帯
の
人

が
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
代
理
人
に
依
頼
す
る
と

き
は
、
委
任
状
と
代
理
人
の
印
章

を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　

転
入
と
転
居
の
届
け
出
は
、

引
っ
越
し
が
終
わ
っ
て
い
な
い
と

受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。

　

進
学
な
ど
で
親
元
か
ら
離
れ
て

便
利
に
な
っ
た

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス

　

印
鑑
登
録
証
明
書
は
、
金
銭
の

貸
し
借
り
や
不
動
産
登
記
な
ど
に

使
わ
れ
る
大
切
な
も
の
で
す
。
代

理
人
に
依
頼
す
る
と
き
は
、
委
任

状
が
必
要
で
す
。

　

申
請
は
、
市
民
課
、
最
寄
り
の

市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
で
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

　

３
月
と
４
月
は
、
窓
口
が
大
変

混
み
合
い
、
待
ち
時
間
も
長
く
な

り
ま
す
。

　

特
に
、
昼
休
み
時
間
に
当
た
る

正
午
か
ら
午
後
２
時
頃
ま
で
は
、

お
勤
め
の
人
な
ど
で
混
雑
し
ま
す

の
で
、
時
間
に
余
裕
を
持
っ
て
お

越
し
く
だ
さ
い
。

◦住民異動などの届け出一覧表
こんなとき 届け出時期 必要なもの

①転入届
ほかの市区町村から
転入したとき

引っ越してきた日か
ら14日以内

◦転出証明書（前に住んでいた市区町村で発行したもの）
◦本人確認書類（※1参照）　◦印章　
◦通知カード　◦国民健康保険証　◦国民年金手帳
◦マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード

②転出届
ほかの市区町村へ転
出するとき

引っ越す予定日のお
よそ14日前から

◦本人確認書類（※1参照）　◦印章
◦国民健康保険証　◦後期高齢者医療被保険者証
◦介護保険証　◦こども医療費受給者証　　　 
◦印鑑登録証
※あらかじめ転出先の住所、世帯主、転出年月日を調べてからお越しください。

③転居届
市内で住所が変わっ
たとき

引っ越した日から
14日以内

◦本人確認書類（※1参照）　◦印章
◦通知カード　◦国民健康保険証　◦国民年金手帳
◦後期高齢者医療被保険者証　◦介護保険証
◦こども医療費受給者証
◦マイナンバーカードまたは顔写真付きの住民基本台帳カード

④各種変更届
世 帯 主 や 構 成 が 変
わったとき

変更の事実があった
日から14日以内

◦本人確認書類（※1参照）　◦印章
◦国民健康保険証  　　　　　  
◦後期高齢者医療被保険者証

※1 本人確認書類　マイナンバーカー
ド、運転免許証、パスポートなど顔写
真付きの公的機関発行の証明書（1種
類で可）。または、保険証、年金手帳、
診察券など氏名、住所、生年月日が確
認できる書類（２種類）
●印鑑登録は顔写真付きのみ
※2 保証書　本市に印鑑登録している
人が、登録申請書の保証人欄に記入し、
登録印を押印したもの

国
保
の
手
続
き
も
忘
れ
ず
に

◦国保の届け出一覧表
区分 こんなとき 必要なもの

加
入

ほかの市区町村から転入
したとき

転出証明書（前に住んでいた市区町村で発行）
※最初に転入の届け出をしてください。

職場の健康保険を辞めた
とき

職場の健康保険をやめた証明書
（社会保険資格喪失証明書）

職場の健康保険の被扶養
者から外れたとき

職場の健康保険の被扶養者から外れた年月日
の分かるもの（被扶養者資格喪失証明書）

子どもが生まれたとき 出生を証明するもの、母子健康手帳
※最初に出生の届け出をしてください。

脱
退

ほかの市区町村へ転出す
るとき

保険証
※最初に転出の届け出をしてください。

職場の健康保険に加入し
たとき 国保と職場の健康保険の両方の保険証（職場の

健康保険の交付が遅れているときは、加入年
月日の分かる書類）職場の健康保険の被扶養

者になったとき

国保の加入者が死亡した
とき

保険証、死亡を証明するもの
※最初に死亡の届け出をしてください。

そ
の
他

住所・世帯・氏名などが
変わったとき

保険証
※最初に住民票の変更の届け出をしてください。

保険証（高齢受給者証）を
なくしたり、破れて使え
なくなったとき

本人確認書類（6ページ※1参照）

修学のため、子どもがほ
かの市区町村に住むとき

保険証、在学証明書（平成31年４月１日以降に
発行のもの）

◎手続きに必要なもの
　１ 世帯主と該当者の個人番号が確認できるもの（マイナンバーカードまたは通知カード）
　２ 窓口に来る人の本人確認書類（6ページ※1参照）。
　３ 印章
　４ 別世帯の人が申請するときは、委任状と代理人の本人確認書類（6ページ※1参照）
　　 ※委任状を記載できないときには、委任する人の本人確認書類（6ページ※1参照）
　５ 外国の人が加入するときは、在留カードまたは特別永住者証明書

保
険
年
金
課
☎（
88
）９
１
３
６

　

就
職
や
退
職
な
ど
で
、
こ
れ
ま

で
加
入
し
て
い
た
健
康
保
険
が
変

更
に
な
る
こ
と
や
、
ほ
か
の
市
区

町
村
に
転
出
す
る
こ
と
で
、
本
市

の
国
民
健
康
保
険
の
資
格
を
失
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
左
の
一
覧
表

に
該
当
す
る
と
き
は
、
14
日
以
内

に
手
続
き
を
し
ま
し
ょ
う
。

お母さん上手に書けたよ！

市民課☎（88）９１34

日
常
生
活
に
影
響
す
る

住
所
届
け

印
鑑
登
録
は
本
人
が
手
続
き
を

◦印鑑登録の流れ

登録

ある ない
即日登録

ある ない

が申請するとき本人
必要なもの
●登録する印章
●本人確認書類（6ページ※1参照）

が申請するとき代理人
必要なもの
●登録する印章　●委任状
●代理人の本人確認書類（6ページ※1参照）

保証人の保証書（6ページ※2参照）即日登録

登録

本人宛てに照会書（兼回答書）を郵
送しますので、同封の案内に沿っ
て申請先に持参

本人宛てに照会書（兼回答書）を郵送しますの
で、同封の案内に沿って申請先に持参

■ 引っ越しの季節です

各種手続きはお早めに

　

事
前
に
利
用
設
定
し
た
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
人

手
続
き
は

時
間
に
余
裕
を
持
っ
て

暮
ら
す
人
も
、
住
民
異
動
の
手
続

き
が
必
要
で
す
。

は
、
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
の
マ
ル
チ
コ
ピ
ー
機
を
使
っ

て
証
明
書
を
取
得
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
今
年
１
月
か
ら
は
、
新

た
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
表
示
の
あ
る

住
民
票
と
、
戸
籍
の
附
票
も
取
り

扱
い
を
開
始
し
ま
し
た
の
で
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

お持ちの人

お持ちの人

お持ちの人

お持ちの人
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